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平
成
23
年
度
は
一
般
保
険
料
率
を
１
０
０
０
分
の
６

引
き
上
げ
て
１
０
０
０
分
の
86
で
予
算
を
編
成
し
ま
し

た
。

　
主
な
理
由
と
し
て
は
、
事
業
所
脱
退
に
よ
る
被
保
険

者
減
に
伴
う
保
険
料
収
入
の
減
少
と
保
険
給
付
費
の
支

出
の
増
加
で
す
。

　
さ
ら
に
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
・
支
援
金
に

つ
い
て
、
平
成
22
年
度
3
月
よ
り
被
保
険
者
・
被
扶
養

者
合
わ
せ
て
約
２
、
５
０
０
名
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ

り
、
平
成
24
年
度
・
25
年
度
に
平
成
22
年
度
・
23
年
度

の
差
額
調
整
分
が
加
算
さ
れ
る
た
め
に
次
年
度
分
と
し

て
積
立
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す（
平
成
22
年
度
・

23
年
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度
・
21
年
度
の
人
数

で
概
算
払
い
し
て
い
る
た
め
、
増
加
人
数
分
が
平
成
24

年
度
・
25
年
度
の
概
算
払
い
分
に
確
定
差
額
と
し
て
別

途
加
算
さ
れ
る
）。

◦
収　

入

　
被
保
険
者
の
皆
様
と
事
業
主
が
負
担
す
る
保
険
料
は
、

16
億
４
、
７
２
０
万
１
千
円
を
予
算
計
上
し
て
お
り
、

収
入
全
体
の
87
・
１
２
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
適
用
事

平
成
23
年
度
予
算
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
ご
報
告
し
ま
す

保
険
料
率
が
昨
年
と
比
べ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

　
去
る
２
月
25
日
に
第
１
６
６
回
組
合
会
を
開

催
し
、
平
成
23
年
度
予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

一

勘
定

般

収　　入

支　　出

健康保険組合

被保険者（みなさま）
保険料率　1000分の36

積立金
（過去に積み立てられて

いた健保の財産）

事業主（会社）
保険料率　1000分の50

保　険　料
約16.5億円

繰　入　金
約2.0億円

保険給付費
約9.0億円

納付金
約5.0億円

保健事業費
約1.1億円

目で見てわかる健保組合のお金の流れ

健保組合は、みなさんやご家
族が医療機関にかかったとき
の医療費を給付しています。
みなさんの窓口負担は原則３
割、残る７割を健保組合が支
払います（出産や死亡の際の
各種給付金等もあります）。

高齢者の医療費を支えるた
め、健保組合等の現役世代
に拠出が義務づけられてい
る費用です。高齢化に伴い
増加の一途で、健保組合の
財政ひっ迫の大きな原因と
なっています。

みなさんやご家族の健康
づくりのための費用で
す。各種の健診や予防接
種の補助、保養施設開設
などにあてられます。

予備費ほか
約3.8億円

交付金ほか

約0.4億円
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業
所
が
減
少
し
被
保
険
者
数
も
減
少
し
ま
し
た
が
、
保

険
料
率
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
前
年
度
よ
り
２
、
２
１

７
万
２
千
円
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
別
途
積

立
金
等
の
繰
入
金
は
２
億
１
２
４
万
円
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
の
収
入
と
し
て
、
国
庫
補
助
金
収
入
、
高
額

の
医
療
費
が
発
生
し
た
場
合
に
交
付
さ
れ
る
財
政
調
整

事
業
交
付
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◦
支　

出

　
被
保
険
者
や
ご
家
族
が
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
た

時
の
医
療
費
の
支
払
や
出
産
育
児
一
時
金
、
傷
病
手
当

金
な
ど
の
保
険
給
付
費
は
８
億
９
、
６
９
６
万
１
千
円

を
計
上
し
ま
し
た
。
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援
を
行

う
納
付
金
は
４
億
９
、９
０
１
万
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

　
特
定
健
診
な
ど
の
疾
病
予
防
費
や
生
活
習
慣
病
対
策

な
ど
を
行
う
保
健
事
業
費
は
１
億
１
、
１
０
６
万
２
千

円
を
計
上
し
ま
し
た
。

　介護保険料率は国から示される介護納付金額を
もとに保険料率が決定される仕組みとなっていま
す。平成23年度介護納付金は1億8,265万9千円と前
年度よりも7,646万5千円増加が見込まれています
ので、介護保険料率を1000分の11から1000分の15
（被保険者・事業主折半）に引き上げ、介護保険料
収入1億8,395万1千円を計上いたしました。

介 勘護 定

科　　　目 予算額（千円）
事 務 費 77,423
保 険 給 付 費 896,961
法 定 給 付 費 895,411
付 加 給 付 費 1,550

納 付 金 499,018
前 期 高 齢 者 納 付 金 124,367
後 期 高 齢 者 支 援 金 295,987
退 職 者 給 付 拠 出 金 78,653
老 人 保 健 拠 出 金 11

保 健 事 業 費 111,062
還 付 金 110
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 21,263
連 合 会 費 922
積 立 金 1,753
そ の 他 1,000
予 備 費 281,116

合　　　　計 1,890,628

平成23年度収入支出予算概要表

科　　　目 予算額（千円）
保 険 料 1,625,338
国 庫 負 担 金 収 入 601
調 整 保 険 料 21,262
繰 入 金 201,240
国 庫 補 助 金 収 入 1,340
財 政 調 整 事 業 交 付 金 22,573
雑 収 入 18,274

合　　　　計 1,890,628

科　　　目 予算額（千円）
介 護 保 険 収 入 183,951
雑 収 入 5

合　　　　計 183,956

科　　　目 予算額（千円）
介 護 納 付 金 182,659
介 護 保 険 料 還 付 金 1
積 立 金 1,295
雑 支 出 1

合　　　　計 183,956

◆一般勘定 
◦収　入

◦収　入

◦支　出

◦支　出

保険料
85.97％
（408,582円）

調整保険料
1.13％
（5,345円）

繰入金
10.64％
（50,588円） 

雑収入
0.97％
（4,594円）

財政調整事業交付金
1.19％
（5,674円）

国庫補助金収入・他
0.10％
（488円）

事務費
4.09％
（19,463円）

予備費
14.87％
（70,668円）

積立金・他
0.21％
（950円）

保健事業費
5.87％
（27,919円）

財政調整事業拠出金
1.13％
（5,345円）

合計
475,271円

合計
475,271円

収支の割合（一般勘定）
（　）内は被保険者１人当たり額

収入

支出

納付金　26.39％（125,445円）
　前期高齢者納付金　 6.58％（31,264円）
　後期高齢者支援金　15.65％（74,406円） 
　退職者給付拠出金・他　 4.16％（19,775円）

保険給付費　47.44％（225,481円）
　法定給付費　47.36％（225,091円）
　付加給付費　 0.08％（ 390円）
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①�

年
2
回
（
春
、
秋
）
発
行
の
「
け
ん
ぽ
の
た
よ
り
」

を
被
保
険
者
全
員
に
配
付
し
ま
す
。

②�

法
改
正
な
ど
が
あ
り
３
～
４
年
毎
に
「
健
康
保
険
の

し
お
り
」
を
発
行
し
、
被
保
険
者
全
員
に
配
付
し
て

ま
す
。

保
健
指
導
宣
伝

疾
病
予
防

★
機
関
誌
の
発
行

健
康
保
険
組
合
が
行
な
う 

保
健
事
業

　

健
康
保
険
組
合
で
は
、
23
年
度
も
み
な
さ
ま
の
健

や
か
な
毎
日
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、

1
「
疾
病
予
防
」（
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
や
予
防
接
種

補
助
、
健
康
相
談
な
ど
）

2
「
保
健
指
導
宣
伝
」（
健
康
保
険
制
度
や
健
康
情
報

の
Ｐ
Ｒ
、
特
定
健
診
な
ど
）

3
「
保
養
所
」

を
３
つ
の
柱
と
し
た
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
し
て

ま
い
り
ま
す
。

★
配
偶
者
健
康
診
断

　
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
配
偶
者
が
医
療
機
関
に
て
受
診
す

る
ケ
ー
ス
と
在
宅
で
行
な
う
健
康
診
査
の
２
通
り
に
て
実
施

し
ま
す
。

①
医
療
機
関
に
て
受
診
す
る
地
区

　
札
幌
・
函
館
・
仙
台
・
群
馬
・
大
阪
地
区
な
ど

②
在
宅
健
康
診
査

　
自
宅
で
血
液
を
微
量
採
取
し
健
康
診
査
を
行
な
う
ケ
ー

ス
で
右
記
以
外
の
地
区
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

★
家
庭
常
備
薬
購
入
補
助

　
約
60
ア
イ
テ
ム
の
医
薬
品
等
よ
り
被
保
険
者
が
選
択

し
、
２
、
０
０
０
円
を
健
康
保
険
組
合
が
補
助
し
ま
す
。

※�

２
、
０
０
０
円
を
超
え
た
分
は
被
保
険
者
負
担
（
薬
品

卸
業
者
へ
直
接
支
払
い
）

★
歯
の
健
康
相
談

①�

各
事
業
所
を
巡
回
し
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
被
保
険
者

全
員
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。

②�

①
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
被
保
険
者
に
は
、
全
国

主
要
都
市
の
45
歯
科
医
院
に
て
同
内
容
に
よ
る
受
診
が

可
能
な
委
託
歯
科
医
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�

「
歯
の
健
康
相
談
」
に
関
す
る
詳
細
は
、
本
誌
15
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
生
活
習
慣
病
検
診

　
平
成
22
年
度
よ
り
27
歳
以
上
の
被
保
険
者
を
対
象
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
主
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
「
一
般
健
康
診
断
」

（
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
全
員
が
対
象
）
に
上
乗
せ
す
る
か

た
ち
で
被
保
険
者
の
健
康
管
理
の
た
め
年
１
回
実
施
し
て

い
る
検
診
で
す
。
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　「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候

群
）」
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
、
40
歳
以
上
の
加
入

者
が
、
生
活
習
慣
病
有
病
者
や
そ
の
予
備
群
で
あ
る
か

ど
う
か
検
査
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
、
生
活
習
慣
改

善
の
た
め
、
本
人
の
行
動
目
標
を
設
定
・
実
行
で
き
る

よ
う
保
健
師
な
ど
に
よ
る
支
援
（
動
機
付
け
支
援
・
積

極
的
支
援
）
を
行
い
ま
す
。

　
特
定
健
康
診
査
は
主
に
配
偶
者
に
対
し
て
、
特
定
保

健
指
導
は
健
診
の
結
果
に
基
づ
き
、
主
に
被
保
険
者
に

対
し
て
実
施
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
配
偶
者
の
特
定
健
康
診
査
受
診
に
は
、
健
保

が
発
行
す
る
「
受
診
券
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
本
誌
14
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
被
保
険
者
に
「
毎
月
分
」
と
「
年
間
分
（
１
月
～
11

月
分
）」
の
医
療
費
通
知
（
被
扶
養
者
分
も
含
む
）
を

配
付
し
ま
す
。

①�
「
月
刊
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
」
を
被
保
険
者
・
被
扶
養

者
の
出
産
時
に
１
年
間
配
付
し
ま
す
。

②�

「
お
誕
生
号
」・「
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
ま
で
に
」・

「
や
さ
し
い
離
乳
食
」「
産
後
マ
マ
の
か
ら
だ
相
談

室
」・「
フ
ァ
イ
ル
」
を
出
産
時
に
配
付
し
ま
す
。

③�

「
１
・
２
・
３
歳
」
児
の
季
刊
誌
を
、
対
象
者
に
年

４
回
配
付
し
ま
す
。

④�

「
い
た
だ
き
ま
す
！ 
幼
児
の
ご
は
ん
」の
季
刊
誌
を
、

対
象
者
に
配
付
し
ま
す
。

対
象
➡
当
健
保
に
加
入
し
て
い
る
方

　
㈱
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
）
と
契
約
し
、
同
社
が
契

約
し
て
い
る
宿
泊
施
設
（
全
国
で
約
８
、
０
０
０
施
設
）
で
一

人
一
泊
９
、
０
０
０
円
以
上
の
施
設
に
宿
泊
し
た
場
合
、
申
込

み
に
よ
り
一
人
一
泊
４
、
０
０
０
円
を
補
助
し
、
２
泊
ま
で
連

泊
を
認
め
ま
す
。

　
個
人
、
ま
た
は
個
人
的
な
グ
ル
ー
プ
旅
行
（
10
名
未
満
）
の

場
合
は
利
用
で
き
ま
す
が
、
会
社
の
行
事
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
で
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
情
報
誌
の
配
付

★
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

★
医
療
費
通
知

★
予
防
接
種
補
助

　
被
保
険
者
を
対
象
に
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
の
予
防
接
種

（
10
月
～
12
月
）
の
補
助
と
し
て
、
年
１
回
２
、
０
０
０
円

ま
で
を
補
助
し
ま
す
。

★
電
話
に
よ
る
健
康
相
談

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
健
康
相
談
＆
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
裏
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

契
約
保
養
所

★
人
間
ド
ッ
ク

　
40
歳
以
上
の
受
診
希
望
者
で
、
事
前
に
所
定
の
手
続
き

後
、
１
年
に
１
回
受
診
で
き
ま
す
。

　

昨
年
ま
で
は
日
帰
り
コ
ー
ス
（
利
用
者
負
担
額  

１
０
、
０
０
０
円
・
健
保
負
担
上
限
額  

４
４
、
１

０
０
円
）
と
一
泊
コ
ー
ス
（
利
用
者
負
担
額  

２
０
、

０
０
０
円
・
健
保
負
担
上
限
額  

６
５
、
１
０
０
円
）

と
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
年
度
よ
り
一
泊
コ
ー

ス
も
日
帰
り
コ
ー
ス
と
同
額
に
し
ま
す
。

　
よっ
て
、
平
成
23
年
度
よ
り
、
人
間
ド
ッ
ク
は
す
べ

て
利
用
者
負
担
額
が
１
０
、
０
０
０
円
、
健
保
負
担

上
限
額
が
４
４
、
１
０
０
円
と
な
り
ま
す
。
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会
社
を
辞
め
て
雇
用
保
険
（
失
業
保
険
）

を
受
け
て
い
る
場
合
、
夫
の
被
扶
養
者

に
な
れ
ま
す
か
？

　
雇
用
保
険
は
失
業
し
た
場
合
の
所
得
保
障

で
あ
り
、
受
給
は
働
く
能
力
と
意
志
が
あ
る

と
み
な
さ
れ
て
の
収
入
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

被
扶
養
者
と
し
て
は
認
定
で
き
ま
せ
ん
。

働
い
て
い
る
場
合
の
認
定
基
準
は
ど
の

よ
う
に
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
す
か
。

　
直
近
2
カ
月
の
就
労
日
数
ま
た
は
時
間
を

合
わ
せ
て
、
２
で
割
っ
た
平
均
値
で
判
断
し

ま
す
。
例
え
ば
４
月
に
17
日
・
85
時
間
、
そ

し
て
５
月
に
15
日
・
75
時
間
勤
務
し
た
場
合

（
上
記
の
認
定
基
準
よ
り
）、

　
日
数
（
17
＋
15
）
÷
２
＝
16
日

＞

14
・
７
７
日

　
時
間
（
85
＋
75
）
÷
２
＝
80
時
間

＜

１
０
５
・
９
７
時
間

　�

日
数
は
上
記
基
準
を
超
え
て
い
ま
す
が
、

時
間
は
基
準
内
で
す
の
で
認
定
さ
れ
ま
す
。

配偶者（妻または夫）の被扶養者 資格確認調査を実施します！
本年度は配偶者の方の被扶養者資格 調査を６月中旬に実施いたします

　
健
康
保
険
組
合
の
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る

に
は
、「
３
親
等
内
の
親
族
」
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、

収
入
な
ど
に
つ
い
て
左
記
の
条
件
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　
　�「
被
扶
養
者
資
格
確
認
調
査
」
で
は
、
こ
れ
ら

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
ご
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。

１
、
現
況
に
つ
い
て

①
専
業
主
婦
の
方
（
収
入
の
な
い
方
）

　
　�

所
得
証
明
書
ま
た
は
非
課
税
証
明
書
の
原
本

（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

　
　�

お
住
ま
い
の
区
市
町
村
役
所
で
６
月
中
旬
以
降

に
平
成
23
年
度
所
得
証
明
書
（
平
成
22
年
度
の

所
得
金
額
が
記
載
）
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

②
働
い
て
い
る
方
（
収
入
の
あ
る
方
）

　
　�

直
近
２
カ
月
分
の
給
与
明
細
書
の
写
し(

た
だ

し
、
勤
務
日
数
と
勤
務
時
間
が
明
記
さ
れ
て
い

る
も
の
）

　
　�

な
お
、
働
き
始
め
て
２
カ
月
に
満
た
な
く
給
与

明
細
書
が
な
い
場
合
は
、
勤
め
先
と
の
雇
用
契

約
書
の
写
し
（
後
日
、
２
カ
月
分
の
給
与
明
細

書
の
写
し
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）
を
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

２
、
続
柄
に
つ
い
て

　
　�

戸
籍
謄
本
ま
た
は
続
柄
が
明
示
さ
れ
た
住
民
票

の
原
本
（
な
お
、
提
出
が
必
要
な
方
は
当
方
よ

り
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。）

　
※�

該
当
さ
れ
る
方
は
必
要
書
類
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
が
、
自
ら
判
断
し
て
被
扶
養
者
の
「
削

除
届
」
を
提
出
さ
れ
る
方
は
不
要
で
す
。

　
※�

疑
義
の
あ
る
場
合
は
追
加
・
補
足
の
書
類
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

被
扶
養
者
の
収
入
基
準

提　

出　

書　

類

①�

主
と
し
て
被
保
険
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②�

年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
（
60
歳
以
上
ま
た

は
障
害
の
あ
る
方
は
１
８
０
万
円
）
未
満
で
、

か
つ
被
保
険
者
の
収
入
の
２
分
の
１
未
満
で

あ
る
こ
と
。

③�

勤
め
先
と
常
用
的
雇
用
関
係
に
な
い
こ
と
。
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半
年
前
に
仕
事
を
辞
め
、
現
在
専
業
主

婦
で
す
。
前
年
の
所
得
証
明
で
は
所
得

が
あ
り
ま
す
。

現
在
は
働
い
て
い
な
い
た
め
給
与
証
明

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

よ
い
で
す
か
。

　
以
前
に
働
い
て
い
た
職
場
発
行
の
退
職
証

明
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
際
、雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
場
合
は
、
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
も
証
明
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
失
業
給
付
を
も
ら
っ
て
い
た
場
合
は
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
（
支
給
終
了
）
の
全
頁

コ
ピ
ー
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

仕
事
を
辞
め
て
、
雇
用
保
険
を
も
ら
わ

ず
に
夫
の
被
扶
養
者
に
は
い
り
た
い
の

で
す
が
、
手
続
き
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
退
職
す
る
前
（
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

が
切
れ
る
前
）
に
健
康
保
険
組
合
に
申
請
書

類
（
健
康
保
険
被
扶
養
者
認
定
通
知
書
［
増

届
］、
申
立
書
、
戸
籍
謄
本
、
健
康
保
険
証
コ

ピ
ー
）
を
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
離
職
票
１
、
２
も
必
要
で
す
が
、
退

職
後
す
ぐ
に
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
申
立

書
に
そ
の
旨
記
入
願
い
ま
す
。

　
離
職
票
１
、
２
は
お
手
元
に
届
き
次
第
す

み
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
退
職
後
に
申
請
す
る
場
合
は
、
一
度
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
か
ら
と
な
り
ま
す
。

配偶者（妻または夫）の被扶養者 資格確認調査を実施します！
本年度は配偶者の方の被扶養者資格 調査を６月中旬に実施いたします

書類のご提出がない場合は被扶養者資格が削除となります。予めご承知おきください。

　
年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
未
満
で
も
、
そ

の
職
場
の
正
社
員
の

　
①
所
定
労
働
日
数

　
②
所
定
労
働
時
間

の
４
分
の
３
以
上
働
い
て
い
る
場
合
は
、
被

扶
養
者
に
な
れ
ま
せ
ん
。

　
　�

直
近
２
カ
月
の
給
与
明
細
書
に
よ
り
判

断
い
た
し
ま
す
。

　
　

①
労
働
日
数
（
月
間
所
定
労
働
日
数
）

　
　
　
　

19
・
7
×
３
／
４＝

14
・
７
７
日
以
下

　
　

②
労
働
時
間
（
月
間
所
定
労
働
時
間
）

　
　
　
　

１
４
１
・
3
時
間
×
３
／
４

＝
１
０
５
・
９
７
時
間
以
内

　
　
★�

①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
①
②
と
も
に
基
準
を

超
え
た
場
合
は
、
認
定
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
※�

①
②
の
所
定
日
数
お
よ
び
時
間
は
、

厚
生
労
働
省
公
表
の
平
成
21
年
平
均

月
間
所
定
労
働
日
数
、
時
間
で
す
。

働
い
て
収
入
の
あ
る
方
の

認
定
基
準

当
健
保
組
合
の
認
定
基
準
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　配偶者の方が新たに就職され、他の健康保険に加入され
た場合はすみやかに「削除届」を提出してください。
　保険料を大切に使うためにも被扶養者認定を正確に行う
ことは必要不可欠なことです。皆様のご協力をお願いいた
します。

扶養の基準を外れた時は
［削除］の届けをすみやかに！



　
現
在
、
国
も
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使

用
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
処
方
せ
ん
に
は
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

へ
の
変
更
不
可
」
の
場
合
の
み
、
お
医
者
さ

ん
が
署
名
・
捺
印
す
る
欄
が
あ
り
、
こ
こ
に

印
が
な
け
れ
ば
患
者
の
意
思
で
変
更
で
き
ま

す
。
薬
を
購
入
す
る
際
、
薬
剤
師
さ
ん
に

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
で
き
ま
す
か
？
」

と
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
病
院
な
ど
で
出
さ
れ
る
薬
や
、
処
方
せ
ん

に
「
変
更
不
可
」
の
印
が
あ
る
場
合
は
、
ま

ず
お
医
者
さ
ん
に
尋
ね
て
み
て
く
だ
さ
い
。

治
療
方
針
に
よ
り
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

適
さ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
意
外
と
ス

ム
ー
ズ
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
変
更
で

き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
お
医
者
さ
ん
か
ら
処
方
せ
ん
を
も
ら
っ
て

購
入
す
る
薬
に
は
、「
先
発
薬
」
と
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、
ひ
と
言
で

い
え
ば
「
大
き
な
開
発
費
を
つ
ぎ
込
ん
で
開

発
さ
れ
た
薬
（
先
発
薬
）
の
特
許
が
き
れ
た

後
、
同
じ
有
効
成
分
で
作
ら
れ
た
薬
」
の
こ

と
。
後
発
薬
と
も
呼
ば
れ
、
開
発
費
が
な
い

分
、
価
格
が
安
い
の
が
特
徴
で
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
す
る
に
は
？

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

ジェネリック医薬品 先　発　薬

研究
・
開発

先発薬の特許がきれた後、ほぼ同
じ有効成分・同じ適応症で開発さ
れ、先発薬と同等の品質基準を満
たす

有効成分を探すことから始め、薬
効の確認、安全性の実証などの試
験を重ね、長い年月をかけて開発
される

価格 開発費が少ない分だけ、一般に安価 膨大な開発費が価格を押し上げる

特徴 大きさや飲みやすさの面で改善が
加わる場合もある

特許期間中（20～25年）は独占
的に製造・販売される

　最近、しばしば耳にするようになったジェ
ネリック医薬品ですが、日本での普及率はま
だまだです。ジェネリック医薬品先進国のア
メリカ・イギリス・ドイツなどでは普及率（数
量ベース）が60％を超えているのに対して、
日本では20％にも達していません（グラフ）。

手軽にできる医療費節減のポイントです

活用していますか？
「ジェネリック医薬品」

日 本

アメリカ

ド イ ツ

イギリス

17.2％
40％

68.6％

60.9％

63.7％

※アメリカ・イギリス・ドイツは2008年、日本は2007年度のデータ（日本ジェネリック製薬協会）

ど
ん
な
薬
？

●ジェネリック医薬品と先発薬、ここが違う

●まだまだ低い日本での普及率

★ジェネリック医薬品シェアの国際比較（数量ベース）

　薬は、「選ぶ」時代になりました。安価で、効果がしっかり確認されて
いる「ジェネリック医薬品」を活用して、医療費を節減しましょう。
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こんなにお得！（例） 　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
最
大
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
や
は
り
価
格
が
安
い
こ
と
。
種
類
に
よ

り
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
先
発
薬
と
比
べ
て
一

般
に
20
～
80
％
も
安
価
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

（
表
）。

　
先
発
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
き
て
信
頼
性
・

安
全
性
が
高
い
う
え
、
味
や
に
お
い
、
錠
剤

の
大
き
さ
、
保
存
性
が
改
善
さ
れ
て
、「
の
み

や
す
い
薬
」
に
改
良
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
　
　
　  

は
？

　いきなりジェネリック医薬品に切り替えるのが心配な人
には、処方された日数を分割して「試してみる」ことがで
きます。たとえば4週間分の薬のうち、まず1週間分だけ
調剤してもらい、
問題がなければ残
る3週間分も切り
替えることができ
ます（分割調剤）。
薬剤師さんへご相
談ください。

　日本ジェネリック医薬品学会では、ジェネリック医薬品
の品揃えが300種類以上ある薬局へ「Goldマーク」、患者
からのジェネリック医薬品への変更依頼や、相談に積極的

に応じることを宣言
した薬局へ「Silver
マーク」を配布して
います。処方せんを
もらったらこれらの
マークを表示してあ
る薬局に行ってみま
しょう。

●短期間の「お試し切り替え」も可能

●ジェネリック医薬品を置く薬局は……

適　応　症 先発薬
（代表的な薬）

ジェネリック医薬品
（最も安いジェネリック） 自己負担の差額

高血圧症
（１日１錠・１年間服用）

17,520円 1,100円 16,420円　

脂質異常症
（１日１錠・１年間服用）

12,050円 2,190円 9,860円　

糖尿病
（１日３錠・１年間服用）

14,240円 5,480円 8,760円　

！
！
！

●ジェネリック医薬品に変えると
（いずれも３割自己負担の場合／2010年4月現在）

※先発薬・ジェネリック医薬品とも一例です（処方された薬により、薬価は異なります）。

　先発薬からジェネリック医薬品へ変更するだけで、薬代はか
なり変わります。かぜ薬など短期間しか服用しない場合はさほ
ど実感はないかもしれませんが、長期間のみ続ける生活習慣病
の薬や花粉症の薬などの場合、大きな違いが出てきます。
　・生活習慣病で薬をのんでいる方
　・花粉症・喘息・アレルギー性皮膚炎の処方薬を使う方
　・偏頭痛の薬を使っている方

●こんな病気で服薬している人はご検討を！ メ
リ
ッ
ト

お医者さん（病院・診療所）

患　者（被保険者・被扶養者）

薬　局

3
薬局で「処方せん」
（ジェネリック医薬品
不可欄にサインなし）
を提出し、「ジェネ
リック医薬品でお願
いします！」と伝え
てください

4
ジェネリック医薬品

2
「処方せん」をもらっ
てください。

1
まず「ジェネリック
医薬品を使えます
か？」と聞いてみま
しょう
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材料（２人分） 作り方
❶鯛は皮の部分に数カ所切り込みを入れて塩少々をふり、水気を

ふき取る。えのきだけは石づきを切り落とし、ほぐす。にんじ
んは薄い輪切りにし、空豆はさやを取って塩少々をふる。

❷ 30 × 40cm 程度のクッキングシートにえのきだけ、鯛の順にの
せて酒をふる。にんじん、空豆ものせて、クッキングシートで
包む（写真 1、2）。

❸オーブントースターで❷を 5 ～ 6 分、
鯛に火が通るまで焼く。途中、こげ
るようならアルミホイルをかぶせる。

❹器にのせ、クレソンを飾る。包みを
切り開き、こしょうをふる。A をよ
く溶き合わせて添える。

鯛………………………………２切れ
えのきだけ……………………１パック
にんじん………………………20g（1/5 本）
空豆……………………………２さや
塩………………………………少々
こしょう………………………少々
酒………………………………小さじ 1
　　豆

トウ

板
バン

醤
ジャン

……………………小さじ 1/5 程度
　　芝

チー

麻
マー

醤
ジャン

（ねりごまでも）……小さじ 1

A　 米酢…………………………小さじ 1.5
　　塩…………………………２つまみ程度
　　砂糖………………………２つまみ程度
　　水…………………………小さじ１
クレソン（飾り用）………………少々

鯛とえのきだけの
蒸し焼き
油を使わないヘルシーな蒸し焼きです。
はじめは何もかけずに素材本来の風味を味わい、
途中でごまダレをかけてコクをプラス。
ごまが加わることで、コレステロール低下作用もアップします。

料理制作／大島 菊枝

撮影／吉田 篤史
スタイリング／久保田 朋子

（管理栄養士・フードコー
ディネーター）

ヘルシーフード
食は薬
Reci pe

1人分／203kcal
塩 分／1.7g

ヘルシー
POINT

●鯛は DHA や IPA（EPA）を含んでおり、コレステロールや
中性脂肪を下げる働きや血液サラサラ効果が期待されてい
るので、脂質異常症や脳卒中の予防におすすめ。

●えのきだけは食物繊維が豊富。脂質の吸収を抑制する働き
があり、コレステロールや中性脂肪の低下に役立つ。

1 2

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
改
善
メ
ニ
ュ
ー

メ
タ
ボ
解
消
！

端から折り曲げてすき間の
ないようにしっかりと包む。
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アボカドと
新たまねぎの即席ピクルス

いちごとパイナップルの
ミントクリーム

みずみずしい新たまねぎと、
アボカドのトロリとした食感がよく合います。
コレステロールが気になる人にうれしい一品です。

甘ずっぱいいちごとパイナップルに、
ミント風味のヨーグルトクリームを添えたデザート。

甘い果物がさらにさわやかに楽しめます。

　脂肪には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」があ
り、コレステロールと中性脂肪を増やす原因となる
のは飽和脂肪酸です。動物性脂肪（肉類・バター等）
に多く含まれます。一方、不飽和脂肪酸は植物性脂
肪（ごま、アボカド等）や魚に多く含まれ、コレス
テロールを下げる働きがあります。

　そこで、魚や低脂肪の肉を選び、物足りなかった
ら、植物性脂肪でコクをプラスしましょう。とくに、
ごまは風味豊かで、抗酸化成分を含み動脈硬化を防
ぐためにもおすすめな食材です。
　ただし、植物性脂肪でもカロリーはありますので、
食べすぎには注意しましょう。

材料（２人分）

材料（２人分）

アボカド…………… 1/2 個
新たまねぎ………… 1/4 個
ラディッシュ………… 1個

Ａ　寿司酢………… 大さじ 2
　　水……………… 大さじ 2
ピンクペッパー…… 適量

ヨーグルト（無糖）………………… 150g
いちご……………………………４個
パイナップル……………………輪切り1枚分（30g）
ミントの葉………………………大きめ10枚程度
ハチミツ…………………………小さじ１
ミントの葉（飾り用）……………適量

作り方
❶アボカドは縦半分に切り、１cm

厚さに切る。新たまねぎは繊維
にそって5mm 厚さにスライスし、
ラディッシュは薄い輪切りにす
る。

❷Ａを合わせて❶を漬け込み、ピ
ンクペッパーを散らす。冷蔵庫
で 20～30分冷やす。

作り方
❶ボウルの上に一回り大きなザルをのせ、キッチンペーパーを敷き、

ヨーグルトを入れる。ヨーグルトの上にお皿などの重しをのせ、冷
蔵庫で２～３時間放置し、水切りする。

❷ミントはみじん切りに、いちごとパイナップルは食べやすい大きさ
にカットしておく。

❸❶に❷のミントとハチミツを混ぜ合わせる。いちご、パイナップル
とともに器に盛り付け、飾り用ミントを添える。

1人分／84kcal
塩 分／0.6g

●アボカドは不飽和脂肪酸が豊富で、コレステロール
と中性脂肪の増加を抑える作用がある。

●中性脂肪を減らす作用がある酢は、毎日大さじ１杯、
ソースの隠し味やピクルスなどにしてとるとよい。

●たまねぎの硫化アリルには、HDL（善玉）コレステロー
ルを増やす作用も。

1人分／58kcal
塩 分／0.0g

コレステロールを減らす食生活のポイント

ヘルシー
POINT

ヘルシー
POINT

●いちごとパイナップルは水溶性食物繊維のペクチン
を含み、コレステロールを吸着して排出する作用が
ある。

●ヨーグルトの乳酸菌は腸内環境を整えたり、便通を
よくし、余分なコレステロールの排出に役立つ。ミ
ントとヨーグルトは、花粉症の予防効果も期待され
ている。
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◦受取代理制度◦

※A出産費用が42万円を超える場合はその差額の支払い
※B出産費用が42万円未満の場合はその差額の支払い

被保険者等

分娩医療機関 健康保険組合

①受取代理
　申請書を
　作成

②受取代理
　申請書を
　提出

③受取代理申請書受付
　通知書を送付

⑤出産費用請求報告書
　等を送付

⑥支払い

④出　産

A B

　
健
保
組
合
で
は
、
被
保
険
者
・
被
扶
養
者
の
出
産
の
際
、「
出
産
育
児
一
時
金
」
を
支
給
し
て
い
ま

す
が
、
本
年
４
月
か
ら
こ
の
取
扱
い
に
「
受
取
代
理
制
度
」
が
加
わ
り
ま
し
た
。

｢受取代理制度｣とは？

　
平
成
21
年
１
月
よ
り
出
産
育
児
一
時
金
は
42
万
円
が
支

給
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
産
科
医
療
補
償
制
度
対
象
外
の
出

産
は
39
万
円
）。
こ
の
額
は
平
成
23
年
３
月
末
ま
で
の
暫

定
措
置
で
し
た
が
、
４
月
以
降
も
42
万
円
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
出
産
費
用
の
支
払
方
法
に
は

　

次
の
３
通
り
が
あ
り
ま
す

❶
「
全
額
被
保
険
者
が
出
産
施
設
へ
支
払
う
」

❷
「
直
接
支
払
制
度
を
利
用
す
る
」

➡
内
容
は
出
産
施
設
が
出
産
育
児
一
時
金
の
範
囲
内
の

出
産
費
を
医
療
費
と
同
様
の
請
求
方
法
で
支
払
い
を

受
け
る
制
度

❸
「
受
取
代
理
制
度
を
利
用
す
る
」

➡
本
年
４
月
よ
り
導
入

　
た
だ
し
、
②
、
③
の
場
合
、
と
も
に
出
産
育
児
一
時
金

の
範
囲
を
超
え
た
金
額
は
被
保
険
者
が
そ
の
超
過
金
額
を

出
産
施
設
に
支
払
い
ま
す
。

　受取代理制度は小規模出産施設（全国で約220機関）が被保険者の代

理として出産育児一時金の範囲内で出産費を健保組合に直接請求し、支払

いを受ける制度です。

　出産施設の窓口で支払う金額は軽減されますが、受取代理制度を利用す

る場合は事前に被保険者が健保組合に利用の申請をして、承認を得ておく

必要があります。

　受取代理制度導入の出産施設で出産予定される場合は、受取代理用の

「出産育児一時金等支給申請書」を作成し、健保組合まで提出してください。

４月から

「
出
産
育
児
一
時
金
」の

取
扱
い
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
し
た
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被
保
険
者
・
被
扶
養
者
の
方
が
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
か
さ
む
場
合

に
、
自
己
負
担
（
3
割
な
ど
）
を
一
旦
支
払
っ
た
場
合
に
本
来
の
自
己

負
担
を
超
え
る
部
分
は
、
後
日
「
高
額
療
養
費
」
と
し
て
戻
り
ま
す
が
、

こ
の
高
額
療
養
費
の
支
給
は
２
～
3
ヶ
月
後
に
な
り
ま
す
の
で
家
計
に

と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
の
支

給
は
自
動
的
に
な
さ
れ
る
の
で
高
額
療
養
費
の
申
請
は
不
要
で
す
）。

　
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
際
に
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」・「
保
険
証
」
を

医
療
機
関
の
窓
口
へ
同
時
に
提
示
す
る
と
、
そ
の
医
療
費
支
払
時
に
本
来

の
自
己
負
担
限
度
額
の
支
払
い
で
済
む
こ
と
と
な
り
負
担
軽
減
で
き
ま
す

（
下
記
の
自
己
負
担
上
限
額
表
参
照
）。

　
入
院
予
定
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、利
用
す
る
月
数
を
記
入
し
た
「
限

度
額
認
定
申
請
書
」
を
事
前
に
健
保
組
合
に
提
出
し
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
70
歳
以
上
の
方
は
自
己
負
担
割
合
を
示
す
「
高
齢
受
給
者
証
」

が
こ
れ
に
代
わ
る
た
め
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
申
請
・
提
示
は
不

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「限度額適用認定証」
を活用しましょう

医療機関の窓口負担が軽減されます

　
　
保
険
診
療
の
場
合
、
自
己
負
担
は
医
療
費
総
額
の
原
則
３
割

で
す
が
、
重
い
病
気
で
入
院
し
た
り
、
複
数
同
時
に
受
診
す
る
際

な
ど
は
、
自
己
負
担
額
の
総
額
は
必
然
的
に
大
き
な
も
の
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
場
合
に
、
家
計
の
負
担
額
を
軽
減
す
る
た
め
に
健
康

保
険
に
は
月
々
の
負
担
の
上
限
を
定
め
、
そ
れ
を
超
え
た
額
が
払

い
戻
さ
れ
る
「
高
額
療
養
費
」
や
、
所
定
の
基
準
を
超
え
た
支
払

月
が
多
数
回
（
４
回
以
上
）
あ
る
場
合
の
多
数
該
当
の
負
担
軽
減

措
置
の
ほ
か
、
低
所
得
者
特
例
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、70
歳
未
満
の
自
己
負
担
額
は
次
の
表
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

所得に応じ月々の負担に上限額
「高額療養費制度」

上限額
（下段は多数該当の場合）

上位所得者
（標準報酬月額53万円以上）

150,000円＋（医療費－500,000円）×１％

83,400円

一般
 80,100円＋（医療費－267,000円）×１％

44,400円

低所得者
（住民税非課税等）

35,400円

24,600円

●70歳未満の自己負担月額上限額
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発効日の属する月から最長1年以内
の月の月末まで（原則）となります。

有効期限は？

外来診療の場合は？

一部医療機関の外来受診へ取扱い
の拡大が検討されていますが、現
状では入院医療費のみの適用です。

合算高額療養費等は？

高額療養費には、多数回（過去１年に４
回以上）や合算等、さらに負担を軽減
する特例があります。これらは健保組合
へお問い合わせください。



　６月に実施（予定）の在宅健康診査の申
し込み時に、受診希望を取ります。希望者
はその後、当健保より特定健診の「受診券」
を送付しますので、各自で医療機関に予約し
て受診してください。
※対象者は年齢40歳以上の方に限らせてい

ただきます。
※お住まいの都道府県の医療機関リストも

併せて送付します。

「特定健診（特定健康診査）」を受診しましょう
　メタボリックシンドローム（以下メタボと略）予防のため、40歳以上の方を対象として健保組合
が実施している「特定健診」。この特定健診は、被扶養者である配偶者も受診の対象です。年に一度
の健診は、健康な毎日を守るための第一歩。今年も必ず受診しましょう。
　なお、この特定健診の受診料金は全額健保で負担しますので、自己負担はありません。

　特定健診は、特殊な検査をするわけではありません。以下のよ
うな項目で、内臓脂肪による肥満と、高血糖・脂質異常・高血圧
などのリスクの数を把握します。現れているリスクの数（＝メタ
ボの進行度）に応じて指導を行います。

●特定健診の検査項目
・腹囲
・血液検査　血糖：空腹時血糖 または HbA1c

・血液検査　脂質：中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコ
レステロール

・血液検査　肝機能：GOT・GPT・γ－GTP
・血圧：収縮期・拡張期

※このほかに身長・体重（BMI）、問診、検尿の検査項目があります。
また医師が必要と認めた場合、心電図・眼底・貧血の検査が実
施されます。

「特定健診」は
　　　　　　　　 こんな健診です

40歳以上の配偶者の方

申し込み方法 「
特
定
健
診
」は
こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
健
診
で
す

●�

メ
タ
ボ
を
チ
ェ
ッ
ク
、
予
防
に
つ
な
げ
ま
す
！

　

最
近
話
題
の
メ
タ
ボ
は
、
多
く
の
生
活
習
慣
病
の
発
端
と
な
る
危

険
な
状
態
で
す
。
特
定
健
診
は
、
内
臓
脂
肪
や
血
糖
・
脂
質
・
血

圧
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
メ
タ
ボ
の
進
行
度
を
測
り
ま
す
。

●�

「
病
気
探
し
」
で
は
な
く
、
生
活
の
改
善
を
重
視
し
ま
す
！

　

病
気
の
手
前
、
メ
タ
ボ
の
時
点
で
気
が
つ
け
ば
、
医
者
に
か
か
る

こ
と
な
く
、
生
活
習
慣
の
改
善
で
病
気
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
定
健
診
は
、
ご
自
身
の
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
健
診
で
す
。

●�

健
診
結
果
は
デ
ー
タ
化
し
長
期
に
保
存
し
ま
す
！

　

毎
年
の
健
診
結
果
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
保
存
さ
れ
、
あ
な
た

の
健
康
状
態
の
変
化
を
経
年
的
に
把
握
す
る
手
が
か
り
と
し
て
活

用
さ
れ
ま
す
。
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　平成23年度の事業所別「歯の健康相談」の日程が下記のとお

り決まりました。当健保では、歯周病の予防に重点をおいた「歯

の健康相談」は「生活習慣病」と並ぶ重要な保健事業として位

置付け、被保険者に対して平成３年度より実施しています。

　定期的に、歯科医師や歯科衛生士に口の中をチェックしても

らい、歯のクリーニング指導など適切なプロフェショナルケア

を受けることがご自身の歯周病予防となり、からだの健康を守

るために大切です。

　自分の口の中を知る良い機会ですので、すすんで受けるよう

にしましょう。

　また、下記以外の事業所の方は、日本口腔保健協会が契約す

る委託歯科医療機関（全国の主要都市の45歯科医院）で同じ内

容の「歯の健康相談」を自己負担なし(健保組合全額負担）で受

けることができます。詳しくは健保組合にお問合わせください。

（予定日順）

事　業　所　名 実施予定日 予定人数 前年実績

マルハニチロ食品　広島工場 5月12日 40名 40名

マルハニチロ物流　大井第2物流センター 6月8日 20名 12名

マルハニチロ食品　東北支社 6月15日 30名 33名

マルハニチロ食品　中部支社 6月15日 30名 31名

マルハニチロ食品　石巻工場 6月22日～6月23日 100名 97名

マルハニチロホールディングス　中央研究所 6月28日 68名 66名

ニチロ毛皮　丸子工場 7月15日 12名 18名

マルハニチロ食品　関西支社 7月25日～7月26日 80名 64名

ニチロサンパック　青森工場 8月23日～8月24日 30名 33名

マルハニチロ食品　九州支社 8月30日 66名 41名

マルハニチロホールディングス他（豊洲本社ビル） 9月6日～9月16日内の8日間 800名 743名

ニチロ畜産 9月6日～9月7日 60名 57名

アクリフーズ　夕張工場 9月15日 40名 36名

ニチロサンパック　本社 9月16日 25名 25名

アクリフーズ　群馬工場 10月20日 30名 31名

マルハニチロ食品　大江工場 11月8日 42名 42名

※以下は３月１日時点での予定です（震災の影響により、今後、変更になる場合があります）

Dental Health

を受けましょう歯の健康相談歯の健康相談
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2011 年４月　　発行所　マルハニチロ健康保険組合　　〒135-0061   東京都江東区豊洲三丁目２番 20 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎03-6833-4154

➡自動音声ガイドに従って、各サービスをご利用ください。
①電話健康相談：年中無休・24時間対応
②面接によるメンタルヘルスカウンセリングの予約：月～土曜/午前10時～午後８時
③電話によるメンタルヘルスカウンセリング：月～土曜/午前10時～午後10時
④翌日以降の電話カウンセリングの予約：月～土曜/午前10時～午後６時
　※②～④は、日曜・祝日、年末年始がお休みです。

ご相談は通話無料の専用ダイヤルへ！

通話料・相談料とも無料！（携帯電話・PHSからも）

Web相談もご利用いただけます24時間対応 アクセスしたら、専用ダイヤルの電話番号
の下６桁（923297）を入力してログイン
してください。

　心や体の健康について不安や悩みがあったら、まず健保組合の電話相談をご利用ください。病気や医療、
育児、介護など、どんな内容でもかまいません。経験豊かなスタッフ（保健師・看護師・専門医・カウン
セラーなど）がアドバイスします。

★プライバシー厳守。相談の有無や内容が健保や会社に知られることはありません★

マルハニチロ健保の

「ファミリー健康相談」
「メンタルヘルスカウンセリング」

カウンセリングって何をするの

なんでも気軽に

ご相談ください！

最近

体がだるい
なぁ……

急にせき・高熱
が出てきた

この薬って

どんな効き目が

あるの？

食事のバランスって

何に注意したら

いいのかな

育児の悩みを
気軽に質問

できるところって
ないかな？

この健診結果って
大丈夫かなぁ……？

急病で入院。
どんな対応を

すればいいの？

家族の病気
が心配

　カウンセリングは、言葉（会話）によるコミュ
ニケーションを通じて、「相談者がご自分の抱え
る問題を整理し、解決策を見つけるお手伝い」を
します。カウンセラーは医師ではないので、診断
を下したり薬を処方したりはしません。また相談
者に「あれをしなさい」「これはいけません」と
一方的に指示することもありません。


